
★ 
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
号
）
（
行
政
管
理
課
）

一 
改
正
の
要
旨

 
 
 

経
営
戦
略
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
の
設
置
に
伴
い
、
新
設
さ
れ
る
職
員
の
職
に
関
す
る
定
め

等
に
つ
い
て
、
整
理
を
行
っ
た
。

二 

施
行
期
日

 
 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日 


